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一般社団法人広島県猟友会 会長の國武でございます。 
新年あけましておめでとうございます。 
「猟友ひろしま第１１号」の発行にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 
 
会員の皆様方には、清々しい気持ちで新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 
平素より、当会の運営にあたりましては、ご多忙中にもかかわらず多くの行事にご参加

をいただくなど多大なご協力を賜り厚くお礼を申しあげます。                  
加えて、捕獲隊の皆様には休日返上で有害鳥獣捕獲活動に従事され深く敬意を表します。 

 また、広島県や広島県警察本部をはじめ、市町や関係団体の皆様には、日頃より当会にご
指導ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
 

本年度は、新型コロナウィルス感染症が２類から５類に引き下げられ、計画した安全狩
猟射撃大会等の行事や広島県からの受託事業等につきましては、予定どおり実施すること
が出来ており、皆様のご協力に感謝いたしますとともに、残りの行事につきましても、引き
続きのご協力をお願いいたします。 

 
イノシシや二ホンジカをはじめとする有害鳥獣による農作物等への被害は、多少の減少

は見られるものの、まだまだ甚大な被害額となっています。 
特に二ホンジカについては、生息域が広がり、被害地域が拡大しています。 
また、クマによる人身被害が全国的に多発している状況にあり、県民の安全･安心を守る

公共的な役割について、猟友会に対する期待は大きくなっています。 
 
会員の減少や高齢化など課題もたくさんございますが、会員の皆様と協力して本会の活

性化や有害鳥獣対策への対応などへ積極的に取り組んで参る所存でございますので、引き
続きの温かいご支援をお願いいたします。 

 
会員の皆様には、安全狩猟の徹底とコンプライアンスの遵守をお願いいたしますととも

に、皆様のご健勝とご活躍を祈念いたしまして、ご挨拶といたします。 

2024 年(令和 6年)1 月吉日 
 

一般社団法人 広島県猟友会 
会長 國

くに

 武
たけ

 訓扶
の ぶ

衛
え

 

会  長  挨  拶 
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総
務
委
員
会 

委 員 長   祐本 征武   （竹原） 
副委員長   新川 秋夫   （高田山県） 
委  員   國武 訓扶衛  （広島） 
委  員    岡田 芳幸   （呉） 
委  員    植田 邦彦   （尾三） 
委  員    高杉 清志   （福山） 
委  員    出口 文治   （三次） 
委  員    石妙  誠    （庄原） 

 
指
導
委
員
会 

委 員 長   谷山  誠   （庄原） 
副委員長   三宅  守   （呉） 
委  員   奥田 修二  （広島） 
委  員   河本 修二  （高田山県） 
委  員   上杉 忠行  （東広島） 
委  員   藤原 一夫  （尾三） 
委  員   藤井 則行  （福山） 
委  員   竹内 一弘  （三次） 

分
掌 

・定款、諸規定の起草等に関すること。 
・財務及び庶務事項に関すること。 
・他の委員会に属さない事項に関すること。 

分
掌 

・安全狩猟射撃講習会等に関すること。 
・狩猟事故防止に関すること。 
・狩猟指導員の研修に関すること。   

保
護
狩
猟
� 

猟
犬
委
員
会 

委 員 長   安井 一壮   （広島） 
副委員長    前   環    （尾三） 
委  員   小笠原 邦弘  （呉） 
委  員   加計  定     （高田山県） 
委  員    脇  和也   （東広島） 
委  員   梶尾 英志   （福山） 
委  員   上林 俊治   （三次） 
委  員    林  廣実   （庄原） 

有
害
鳥
獣
対
策 

委
員
会 

委 員 長   西脇 和弘  （東広島） 
副委員長   大野  猛   （呉） 
委  員    平  龍法  （広島） 
委  員   水戸 眞悟  （髙田山県）  
委  員   小迫 敏治  （尾三） 
委  員   西川 幸二  （福山） 
委  員   樋口 一司  （三次） 
委  員   田森 光洋  （庄原） 

分
掌 

・野生鳥獣の保護増殖に関すること。 
・保護区,休猟区,銃猟禁止区,猟区等の
設置廃止及び運営に協力すること。 
・猟犬に関すること。 

分
掌 

・有害鳥獣の管理に関すること。 
・有害鳥獣捕獲による被害防止及び被害
軽減に向けた対応活動に関すること。 

・その他目的達成に必要な事項。 
 

地区猟友会（関連団体）１６地区 

広
島
地
区
連
絡
協
議
会 

広島東部 広島市(東区、南区)、 
安芸郡府中町、江田島市 

広島中央 広島市(中区、西区、佐伯区
(湯来町を除く）) 

安 芸 広島市（安芸区）、安芸郡（府
中町を除く。） 

広島西部 広島市（佐伯区湯来町）、   
廿日市市、大竹市 

安佐北 広島市（安佐北区） 

呉 呉市 

高田山県 安芸高田市、山県郡 

東広島 東広島市 

竹 原 竹原市、豊田郡 
尾三地
区連絡
協議会 

三原 三原市 
尾道  尾道市 
世羅 世羅郡 

福山地区連絡
協議会協議 福山市、府中市、神石郡 

三 次 三次市 

庄 原 庄原市 

安佐南 広島市（安佐南区） 

委 員 会 

役 員 及び 事務局 
（令和４年総会～令和６年総会） 

顧 問 
  

会 長 
副 会 長 

〃 
理 事 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

監 事 
〃 
 

事務局長 
事 務 員 

  間 所    了 
 

國 武  訓扶衛 
高 杉  清 志 
出 口  文 治 

   平   龍 法 
安 井  一 壮 
宮 川  泰 美 
岡 田  芳 幸 
新 川  秋 夫 
加 計   定 
西 脇  和 弘 
祐 本  征 武 
植 田  邦 彦 
小 迫  敏 治 

前    環        
岩 田  光 博 
藤 岡  重 隆 
上 林  俊 治 
谷 山   誠 
内 田  和 彦 
水 戸  眞 悟      

 
増 田   充 
城 井  綾 子 

 
 
（広島中央） 
（福山） 
（三次） 
（広島東部） 
（広島西部） 
（安佐南） 
（呉） 
（高田山県） 
（高田山県） 
（東広島） 
（竹原） 
（尾道） 
（三原） 
（世羅） 
（福山） 
（福山） 
（三次） 
（庄原） 
（安芸） 
（高田山県） 
 
 

 
東広島 
・竹原 

組 織 の 概 要 
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                                      令和５年 3月 31 日現在  ( 単位：人 ) 

地   区 網・わな
種 第一種 第二種 会員数 代議員

数 理事・監事総数 

広
島 

広島中央 32 58 9 99 2 

5 

広島東部 59 59 4 122 2 
広島西部 53 48 4 105 2 
安  芸 62 24 5 91 1 
安 佐 南 25 68 2 95 3 
安 佐 北 69 75 7 151 3 

小計 259 308 30 597 13 
呉 68 58 6 132 2 1 

高田山県 191 161 10 362 6 3 
東 広 島 159 109 7 275 5 2 竹    原 20 40 4 64 2 

尾
三 

三 原 149 59 5 213 2 
3 尾 道 113 76 2 191 3 

世 羅 97 30 2 129 1 
小計 359 165 9 533 6 

福   山 258 220 9 487 9 3 
  三   次 168 108 5 281 4 2 
  庄   原 154 95 4 253 4 1 

 計 1,677 1,288 85 3,050 51 20 
注）１． 第一種会員は、わな種、第二種免状を併せ持つ会員を含み、第二種会員は、わな種免状を併せ持つ会員を 

含む 
２． 代議員数及び理事数は、令和4年5月19日から令和6年通常総会まで 

 

            
（単位：人） 

注）１．会員数は、年度当初の人数で、賛助会員は含まない 
   ２．(   )は、女性の人数で内数（平成28年度から集計） 

年度 わな・網（甲種） 第一種銃猟（乙種） 第二種銃猟（丙種） 合 計 
会員数 増減 会員数 増減 会員数 増減 会員数 増減 

昭和 50 6,603 303 143 -59 6,746   
昭和 53 6,824 221 128   6,952  最多 
昭和 55 5,537 -1,066 123 -20 5,660  -1,086 
昭和 60 77   3,968 -1,492 81 -42 4,126  -1,534 
平成 2 93  16 3,192 -776 71 -10 3,356  -770 
平成 7 120  27 2,811 -381 73 2 3,004  -352 
平成 12 319  １９９ 2,405 -406 64 -9 2,788  -216 

  網わな種 第一種 第二種 合 計 
平成 17 724  405 2,091 -314 52 -12 2,867  79 
平成 20 681 -43 1,885 -206 49 -3 2,615  最少 -252 
平成 22 891 210 1,753 -132 45 -5 2,689  74 
平成 23 943 52 1,647 -106 43 -2 2,633  -56 
平成 24 1,127 184 1,573 -74 48 5 2,748  115 
平成 25 1,187 60 1,507 -66 49 1 2,743  -5 
平成 26 1,159 -28 1,446 -61 57 8 2,662  -81 
平成 27 1,322 163 1,419 -27 52 -5 2,793  131 
平成 28 1,438(26) 116 1,408(16) -11 59(1) 7 2,905(43)  112 
平成 29 1,462(30) 24 1,393(22) -15 60(1) 1 2,915(53)  10 
平成 30 1,504(37) 42 1,410(29) 17 59(0) -1 2,973(66)  58 
令和 元 1,465(34) -39 1,386(31) -24 92(1) 33 2,943(66)  -30 
令和 ２ 1,562(46) 97 1,355(30) -31 90(1) -2 3,007(77)  64 
令和 ３ 1,533(47) -29 1,314(36) -41 85(2) -5 2,932(85)  -75 
令和 ４ 1,764(43) 231 1,255(27) -59 58(0) -27 3,104(70)  172 
令和 ５ 1,677(63) -87 1,251(37) -4 85(5) 27 3,050(105) -54 

会員数・代議員数・理事数  

会 員 数 の 推 移 
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 令和 5 年 5 月 25 日(木)13 時 30 分から「メルパルク広島」(広島市中区基町)において、
広島県猟友会の代議員 50 名 (定数 51 名) が出席して開催されました。 
 
 髙杉清志副会長が司会を務め、はじめに國武訓扶衛会長からあいさつがあり、続いて
功労表彰を受けられた１１名の方々に表彰状及び記念品を贈呈しました。 

 
功労表彰受賞者 
〇大日本猟友会会長表彰（5名）            

福山地区    岩 田  光 博   様 
三次地区    瀬 戸  道 司   様 
尾三地区    奥 本  利 一   様 
呉地区     岡 田  芳 幸   様 
高田山県地区  新 川  秋 夫   様 

                     
〇広島県猟友会会長表彰（6名） 

広島地区      延 原  秀 和   様 
福山地区    国 頭  敬 市   様 
尾三地区    淀 川  輝 夫   様 
広島地区    宮 川  泰 美   様 
高田山県地区  斉 藤  善 輝   様 
東広島地区   和泉川 健太郎  様 

 
続いて、ご来賓の広島県警察本部生活安全部生活安全総務課長の大下哲也様、広島県環

境県民局自然環境課長の田中英夫様からご祝辞をいただきました。 
 
 その後、議長に高田山県地区猟友会長の新川秋夫氏を選任し、議長が議事録署名者に広
島中央地区猟友会の二井内力夫氏と広島安佐北地区猟友会の山川浩二氏を指名して、 
 〇 令和 4年度事業報告及び収支決算 
 〇 令和 5年度事業計画及び収支予算 
の２議案が提議され、いずれも原案どおり可決承認されました。 
 

  最後に出口文治副会長が閉会のあいさつをし、猟友会運営へのご理解とご協力をお願い
して、15 時 00 分に終了しました。 
 
 

第６１回通常総会報告 

第６１回 通常総会 
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◎総会の様子 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 

（國武会長あいさつ）           （大下生活安全総務課長様ご祝辞）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                （田中自然環境課長様ご祝辞） 
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【令和４年度決算】令和４年４月１日～令和５年３月３１日　【令和５年度予算】令和５年４月１日～ （単位：円）
科　　　　　目  ４年度予算(A)  ４年度決算  ５年度予算(B) 差引増減(B-A)
【経常収益】
受取会費 7,000,000       7,389,000       7,390,000       390,000

100,000         59,000          60,000          △ 40,000
3,290,000       3,535,450       3,700,000       410,000

　　キジ放鳥事業受託料 5,800,000       5,830,000       5,800,000       0
　　ワナ架設研修会及び安全狩猟射撃講習会受託料 2,700,000       2,937,000       3,000,000       300,000
　　鳥獣保護区等制札設置及び適正管理調査事業受託料 2,700,000       2,453,000       5,500,000       2,800,000
　　狩猟鳥獣捕獲禁止区域制札設置業務受託料 3,800,000       -               -               △ 3,800,000
　　クマレンジャー事業受託料 3,520,000       3,899,500       3,520,000       0
　　捕獲技術者育成アカデミー事業受委託 3,700,000       3,780,000       3,700,000       0
  　指定管理鳥獣捕獲等業務受託料(ﾆﾎﾝｼﾞｶ捕獲) 4,300,000       5,374,600       5,300,000       1,000,000
　　広域捕獲実施事業(ｲﾉｼｼ･ﾆﾎﾝｼﾞｶ捕獲) 17,500,000      14,207,600      14,000,000      △ 3,500,000
　　農作物鳥獣被害対策事業(捕獲技術向上対策)受託料 3,100,000       3,168,000       3,100,000       0
　　狩猟者登録手数料等徴収業務受託料 1,400,000       1,473,340       1,450,000       50,000
　　経口ワクチン散布効率化事業（新規） -               -               7,000,000       7,000,000

4,000,000       3,109,450       3,200,000       △ 800,000
1,200,000       1,070,280       1,100,000       △ 100,000
57,110,000      50,897,220      60,430,000      3,320,000
2,818,000       2,933,000       2,922,000       104,000

600,000         686,000         -               △ 600,000
1,300,000       1,299,200       1,300,000       0
4,718,000       4,918,200       4,222,000       △ 496,000

100             300             300             200
279,900         273,200         273,700         △ 6,200
280,000         273,500         274,000         △ 6,000

当期収益（収入）計　　① 69,108,000     63,477,920     72,316,000     3,208,000      
　【経常費用】

56,172,000     45,013,191     59,718,000     3,546,000      
1,400,000       1,807,222       2,000,000       600,000
4,400,000       4,409,300       4,600,000       200,000
2,000,000       1,761,561       2,400,000       400,000
1,900,000       1,519,360       4,400,000       2,500,000
3,000,000       -               △ 3,000,000
3,300,000       2,485,303       2,800,000       △ 500,000

15,000,000      9,948,207       11,200,000      △ 3,800,000
2,000,000       2,057,685       2,500,000       500,000
3,700,000       3,511,641       4,200,000       500,000
1,960,000       1,432,258       2,900,000       940,000

-               -               5,600,000       5,600,000
1,200,000       -               -               △ 1,200,000

967,000         1,467,956       1,600,000       633,000
1,900,000       2,399,100       2,400,000       500,000

100,000         -               -               △ 100,000
3,000,000       1,758,190       2,500,000       △ 500,000
4,884,000       4,825,420       4,900,000       16,000
1,335,000       1,267,841       1,300,000       △ 35,000

760,000         949,649         950,000         190,000
970,000         1,014,271       1,000,000       30,000
76,000          64,130          68,000          △ 8,000

2,320,000       2,334,097       2,400,000       80,000
12,903,000     13,086,456     12,598,000     △ 305,000

340,000         198,092         250,000         △ 90,000
250,000         248,550         280,000         30,000
250,000         222,346         280,000         30,000
280,000         262,540         280,000         0
180,000         178,580         180,000         0
345,000         327,329         340,000         △ 5,000
240,000         301,351         310,000         70,000
310,000         321,855         400,000         90,000

1,200,000       1,312,800       1,350,000       150,000
800,000         655,563         800,000         0
655,000         654,412         655,000         0
455,000         454,544         455,000         0
800,000         1,066,354       1,300,000       500,000
380,000         590,177         700,000         320,000
505,000         563,310         600,000         95,000
24,000          20,350          21,000          △ 3,000
80,000          86,379          95,000          15,000
70,000          60,480          70,000          0
30,000          30,000          30,000          0

4,700,000       4,412,300       3,000,000       △ 1,700,000
500,000         578,582         682,000         182,000
25,000          70,519          50,000          25,000
67,000          50,000          50,000          △ 17,000

417,000         420,043         420,000         3,000
-               -               -               0

100,000         -               -               △ 100,000
69,175,000      58,099,647      72,316,000      3,141,000

-               -               -               0
5,378,273       -               0

40,804,987      40,804,987      46,183,260      5,378,273
40,804,987      46,183,260      46,183,260      5,378,273
40,804,987      46,183,260      46,183,260      5,378,273

　県猟会員会費

　職員特別手当
　光熱水料費

　狩猟登録事務受託事業費
　県猟射撃大会（安全狩猟、ﾗｲﾌﾙ･ｽﾗｸﾞ・中四国ﾌﾞﾛｯｸ）
　地区活動助成金
  事務委託費(県外証明）

雑収益
　受取利息
　雑収益(銃砲保安協会、広島連協事務委託等）

小計

　物品販売事業
　共済・保険事業（ハンター保険事業）

小計

受取補助
金等

　大日本猟友会助成事業(猟友会活動・事故防止・担い手確保助成）
　大日本猟友会助成事業(ブロック会議助成）
　広島県(狩猟者育成事業など)

小計

事業収益

　県外証明発行手数料
　初心者講習会受講料

受
託
事
業

　有害鳥獣対策委員会

　狩猟鳥獣捕獲禁止区域制札設置業務【上記へ統合】
　クマレンジャー事業
　広域捕獲実施事業(ｲﾉｼｼ･ﾆﾎﾝｼﾞｶ捕獲)

事　　　業　　　費

事業支出

　初心者講習会
　キジ放鳥事業
　わな架設・安全狩猟射撃講習会
　鳥獣保護区等制札設置管理調査事業

　農作物鳥獣被害対策事業(捕獲技術向上対策)
　指定管理鳥獣捕獲等業務(ﾆﾎﾝｼﾞｶ捕獲)
　捕獲技術者育成アカデミー事業
　豚熱感染防止経口ワクチン散布事業（仮称）【新規】

委員会費

　販売物品仕入費

　賃借料

　総務委員会
　保護狩猟猟犬委員会

一般
運営費

管　　　理　　　費

当期経営外増減額（固定資産除去損）　　③
当期一般正味財産増減額　　　　　　　　④＝（①－②）
一般正味財産期首残高（前年度期末残高）⑤
一般正味財産期末残高　　　　　　　　　⑥＝（④＋⑤）
正味財産期末残高　　　　　　　　　　　⑦＝（③＋⑥）

人件費
　職員基本給
　職員諸手当
　福利厚生費

当期費用（支出）計　　②

　雑費
　褒賞費
　支払寄付金

　印刷製本費
　光熱水料費
　賃借料
　保険料
　諸謝金
　租税公課

　指導委員会
　職員基本給

人件費

一般
運営費

　退職給付引当金
　減価償却費

　管理施設処分費積立金

　職員諸手当
　福利厚生費
　職員特別手当
　臨時雇賃金
　会議費
　旅費交通費
　役員旅費交通費
　通信運搬費
　消耗品費

令和４年度収支決算及び令和５年度収支予算
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年月日 行 事 内 容 
R5. 4. 7 

4.28 
5.12 

     5.25 
5.30 
5.30 
6. 2 
6.10 
6.11 
6.14 
6.17 
6.24 
6.25 
6.26 
6.28 
7. 1 
7. 6 
7. 8 
7.14 
7.15 
7.18 
7.22 
7.23 
7.30 
8. 4 
8. 4 
8. 7 
8. 5 
8.10 
8.11 
8.12 
8.18 
8.19 
8.20 
8.27 

中国･四国ブロック協議会（高知市城西館） 
監査（県猟事務局） 
第１回理事会（土地改良会館） 
第６１回通常総会（メルパルク広島） 
大日本猟友会理事会（東京都） 
豚熱感染防止協議会 
狩猟免許初心者講習会講師勉強会（ＲＣＣ文化センター） 
リーダー（認定事業従事者）研修① 世羅（甲山国際射撃場） 
狩猟免許初心者講習会① 三次（県立みよし公園） 
大日本猟友会通常総会（東京都） 
狩猟免許初心者講習会② 世羅（せら文化センター） 
狩猟免許初心者講習会③ 安芸高田（安芸高田市民文化センター） 
リーダー（認定事業従事者）研修② 広島（広島国際射撃場） 
森林整備･農業振興財団緑の雇用研修（三次市職業訓練センター） 
狩猟免許試験 三次（県三次庁舎） 
狩猟免許初心者講習会④ 海田（海田町ひまわりプラザ） 
狩猟免許試験 安芸高田（安芸高田市民文化センター） 
狩猟免許初心者講習会⑤ 呉（呉市総合体育館） 
銃砲保安協会総会（土地改良会館） 
狩猟免許初心者講習会⑥ 福山（県福山庁舎） 
狩猟免許試験 呉（呉市総合体育館） 
狩猟免許試験 福山（県福山庁舎） 
狩猟免許試験 福山（県福山庁舎） 
狩猟免許初心者講習会⑦ 東広島（東広島市総合福祉センター） 
狩猟免許試験 東広島（県東広島庁舎） 
第１回指導委員会（土地改良会館） 
第１回総務委員会（土地改良会館） 
狩猟免許初心者講習会⑧ 庄原（庄原市ふれあいセンター） 
狩猟免許試験 庄原（県庄原庁舎） 
狩猟免許初心者講習会⑨ 広島（広島市安佐北区民文化センター） 
リーダー（認定事業従事者）研修③ 庄原（東城国際射撃場） 
狩猟免許試験 広島（県立総合体育館） 
安全狩猟射撃大会（広島国際射撃場） 
狩猟免許初心者講習会⑩ 広島（広島市東区民文化センター） 
狩猟免許試験 広島（県立総合体育館） 

  
 

令和５年度 主な行事報告 
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年月日 行 事 内 容 

9. 1 
9. 2 

9.4～5 
9. 6 
9.10 
9.10 
9.16 

9.23～24 
9.27 
9.30 
10. 1 
10. 7 
10. 8 
10. 8 
10.19 
10.21 
10.22 
10.26 
10.28 
10.31 
11. 2 
11. 4 
11. 5 
11. 7 
11.10 
11.12 

 
 
 
 
 
 

第２回理事会（土地改良会館） 
クマレンジャー研修会 （北広島町まちづくりセンター） 
大日本猟友会都道府県会長会議（石川県） 
広島地区登録事務説明会（県庁農林庁舎） 
ライフル･スラグ射撃大会（東城国際射撃場） 
狩猟免許試験 広島（県立総合体育館） 
わな架設講習会① 三原（高坂自然休養村） 
中国・四国ブロック安全狩猟射撃大会（徳島市一宮射撃場） 
有害鳥獣対策広島県議会銀調査会勉強会、狩猟関係予算要望活動（広島県庁） 
わな架設講習会② 呉（野呂高原ロッジ） 
狩猟技術者育成アカデミー①（県立総合体育館） 
わな架設講習会③（海田町ひまわりプラザ） 
猟犬訓練会（世羅町イノシシ訓練場他） 
捕獲技術者育成アカデミー②（世羅町イノシシ訓練場他） 
大日本猟友会理事会（東京都） 
新規捕獲隊員育成研修（甲山国際射撃場） 
わな架設講習会④（三次市やま屋） 
ＩＣＴを利用した捕獲技術研修（ＴＫＰ広島本通駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ） 
新規捕獲隊員育成研修（広島国際射撃場） 
キジ放鳥（庄原市・三次市・三原市(久井町･大和町)・世羅町） 
キジ放鳥（安芸高田市・山県郡・東広島市・竹原市・呉市） 
第2回中国・四国ブロック協議会（岡山市繊維会館） 
捕獲技術者育成アカデミー③（呉市下蒲刈） 
キジ放鳥（尾道市・三原市(久井町･大和町を除く)・福山市・神石高原町） 
キジ放鳥（広島市） 
捕獲技術者育成アカデミー④（呉市下蒲刈） 
 
 
【以下、実施中】 
捕獲技術者育成アカデミー現地研修 
新規捕獲隊員育成現地研修 

 
（注）狩猟免許試験の実施者は広島県 
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令和５年大日本猟友会定時総会 
Ｒ５.6.14 （東京都千代田区 アルカディア市ヶ谷）  
 
 関係省庁の幹部を来賓にお招きし、定時総会が開催されました。 
 令和４年度決算、令和５年度予算等が審議され、原案どおり可決承認されました。 
 総会に先立ち、第一種銃猟会員の確保に対して、大日本猟友会佐々木会長から表彰状が授与 
されました。 
 
 

令和 6年度野生鳥獣対策施策及び予算要望 
Ｒ５.9.27 （広島県環境県民局、農林水産局） 
 
 広島県環境県民局新宅局長及び農林水産局大濵局長に対して、平成６年度の野生鳥獣対策に 
係る施策及び予算について、要望を行いました。 
 
 
 

令和５年度事業実施状況報告 
大日本猟友会総会 

施策・予算要望活動 

定時総会の様子 大日本佐々木会長から表彰を受ける國武会長 

新宅環境県民局長へ要望書を手渡す國武会長 大濵農林水産局長へ要望書を手渡す國武会長 
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鳥獣保護区等制札設置・実態調査業務 
Ｒ5.９.8～Ｒ６.２.２9 
制札設置等 19 区域・実態調査 23 区域 
 

       
取替前                   設置後 
 
 
※ 実態調査については、実施中 

わな架設講習会 
R5.9１6 ～10.22  ４回（三原、呉、熊野、三次）   

                           
阿部講師《(株)野生鳥獣害対策連携センタ－》     わな架設の実演（くくりわな） 
による講義   

        

       
わな架設の実演（箱わな）        解体作業の実演 
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座学 実射訓練
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捕獲技術者育成アカデミー 
R5.10.1～Ｒ5.2.28   受講生 16 人 

 
  〇 アカデミー開校（ジビエ・銃猟に関する座学研修） 
    ・ジビエの講義                          ・銃猟の講義 

       
講師：県健康福祉局 柳本食品衛生担当監      講師：(株)野生鳥獣対策連携センター 

 上田取締役  
〇 現地研修（わな猟）  

・箱わなでの止め刺し                   ・イノシシ解体 

             
講師：呉地区猟友会 木村勝美氏 
 
※銃猟について、各地区猟友会で現地研修を実施中 

新規捕獲隊員育成研修 
R5.10.2１ 甲山国際射撃場 受講者数 1１人 
R5.10.28 広島国際射撃場 受講者数 1１人  

       
座学                  実射訓練 

 
※実猟について、各地区猟友会で現地研修を実施中 

担い手対策事業 
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 射撃大会入賞者 

第５５回（令和 5年度）安全狩猟射撃大会 
  令和 5年８月 19日（日） 広島国際射撃場 参加選手 47 名 
 

【団体の部】       優 勝 福  山  地区 
               準優勝 広  島  地区 

第３位 尾  三  地区  
 

【個人の部 総合】    優 勝 福 山 地区  髙杉 清志  様 
               準優勝 広 島 地区  吉田  聡   様 

第３位 福 山 地区  藤井 則行  様  
 

【個人の部 Ａクラス】  優 勝 広 島 地区  吉田  聡   様 
               準優勝  呉  地区  野口 武彦  様 

第３位 福 山 地区  西道 賢絋  様  
 

【個人の部 Ｂクラス】  優 勝 福 山 地区  髙杉 清志  様 
               準優勝 福 山 地区  藤井 則行  様 

第３位 広 島 地区  黒田 真一  様 
 

【個人の部 Ｃクラス】  優 勝 尾 三 地区  藤原 正人  様 
               準優勝 庄 原 地区  福本 大治  様 

第３位  呉  地区  松下  仁   様 
 

【レディース】      優 勝 尾 三 地区  川口 美穂  様 
               準優勝 広 島 地区  平井 泰子  様 

第３位  呉  地区  木村 みどり 様 
 

             選手宣誓（高田山県 先田幸喜選手）     トラップ 
 

             スキート 
 

          
 
 

                        

射撃大会 

 

  

入賞者の皆様 

Aクラス Bクラス 

C クラス レディース 
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入賞者の皆様
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【団 体】        優 勝：鳥取県Ａチーム 
準優勝：岡山県チーム 
第３位：山口県チーム  

【個人Ａクラス】     優 勝：島根県    渡部 哲也  様 
準優勝：岡山県    東内 弘行  様 
第３位：高知県    草薙  顕   様  

【個人Ｂクラス】     優 勝：鳥取県    伊吹 達也  様 
準優勝：岡山県    瀧本 智和  様 
第３位：島根県    山本 虎龍  様  

【個人Ｃクラス】     優 勝：鳥取県    片岡 忠之  様 
準優勝：山口県    福山 雅信  様 
第３位：香川県    髙原 頼尚  様  

【個人Ｌクラス】     優 勝：愛媛県    竹葉 多重子 様 
準優勝：島根県    西﨑 由紀子 様 
第３位：岡山県    小椋 菜津子 様 
 

※ 来年度は、福岡県において全国大会が開催されます。 

  
左から 木村様、藤原様、國武会長、竹内様、吉田様、谷山監督 

  

Aクラス：吉田聡様 Bクラス：竹内龍雅様 

C クラス：藤原正人様 Ｌクラス：木村みどり様 
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(単位：人）
人数 18～19才 20～29才 30～39才 40～49才 50～59才 60～69才 70～79才 80才～ 平均年齢
752 4 73 116 182 151 161 65 0
100% 1% 10% 15% 24% 20% 21% 9% 0%

男性 683 3 64 103 158 136 156 63 0
年齢割合 100% 0% 9% 15% 23% 20% 23% 9% 0%
男性割合 91% 75% 88% 89% 87% 90% 97% 97% 0%
女性 69 1 9 13 24 15 5 2 0

年齢割合 100% 1% 13% 19% 35% 22% 7% 3% 0%
女性割合 9% 25% 12% 11% 13% 10% 3% 3% 0%

583 4 52 84 132 113 138 60 0
100% 1% 9% 14% 23% 19% 24% 10% 0%

男性 529 3 46 73 114 100 135 58 0
年齢割合 100% 1% 9% 14% 22% 19% 26% 11% 0%
男性割合 91% 75% 88% 87% 86% 88% 98% 97% 0%
女性 54 1 6 11 18 13 3 2 0

年齢割合 100% 2% 11% 20% 33% 24% 6% 4% 0.0%
女性割合 9% 25% 12% 13% 14% 12% 2% 3% 0%

153 21 30 46 33 20 3 0
100% 14% 20% 30% 22% 13% 2% 0%

男性 138 18 28 40 31 18 3 0
年齢割合 100% 対象外 13% 20% 29% 22% 13% 2% 0%
男性割合 90% 86% 93% 87% 94% 90% 100% 0%
女性 15 3 2 6 2 2 0 0

年齢割合 100% 対象外 20% 13% 40% 13% 13% 0% 0%
女性割合 10% 14% 7% 13% 6% 10% 0% 0%

10 2 4 2 2 0
100% 20% 40% 20% 20%

男性 10 0 0 2 4 2 2 0
6 2 2 1 1

100% 33% 33% 17% 17%
男性 6 0 0 2 2 1 1 0 0

網猟

合格者合計

わな猟

第一種銃猟

第二種銃猟 57.0歳

（１）　令和５年度　狩猟免許取得者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広島県環境県民局提供資料編集

対象外

対象外

49.8歳

50.4歳

44.1歳

46.8歳

50.9歳

41.8歳

51.6歳

44.7歳

45.0歳

45.3歳

0 30 60 90 120 150

80才～
70～79才
60～69才
50～59才
40～49才
30～39才
20～29才
18～20才

0 10 20 30 40 50

80才～
70～79才
60～69才
50～59才
40～49才
30～39才
20～29才 第一種銃猟

わな猟

凡 例
： 女性
： 男性

狩猟免許取得状況
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(単位：人）

2 (1) 1 (1) 1 8 6
379 (27) 222 (18) 349 (32) 510 (42) 583 (54)
110 (9) 43 (5) 79 (6) 112 (9) 153 (15)

3 2 5 8 (1) 10
494 (37) 268 (24) 434 (38) 638 (52) 752 (69)

※　（　　）：女性で内数

≪参考≫

※圧縮ガス銃は空気銃の一種とされている。

（２）　狩猟免許取得者の推移

年度

網　　　　猟
R２ R３ R５H31 R４

計

わ　な　猟
第一種銃猟
第二種銃猟

獣（２０種）

鳥（２６種）・
ノウサギ・ユキウサギ

狩猟鳥獣
（狩猟できる鳥獣）免許の種類

わ　な　猟

網　　　　猟

法定猟具
（狩猟に使用できる猟具）

第二種銃猟

第一種銃猟
鳥（２６種）・獣（２０種）

空気銃

銃器（装薬銃（散弾銃、ライフル銃））、空気銃

くくりわな、はこわな、囲いわな、はこおとし

むそう網、はり網、つき網、なげ網

0

100

200

300

400

500

600

R1 R2 R3 R4 R5

わ な 猟

第一種銃猟

年度

狩猟免許取得者の推移グラフ

人

− 18 −

第 11 号 猟友ひろしま



１　全国
（１）農作物被害の推移

被害額 割合 被害額 割合 被害額 割合 被害額 割合 被害額 割合
農作物被害額（百万円） 16,387 100 15,777 100 15,801 100 16,109 100 15,516 100

イノシシ 4,782 30 4,733 30 4,619 29 4,553 29 3,910 25
シカ 5,527 35 5,410 34 5,304 33 5,642 36 6,097 39
その他獣類 2,878 18 2,738 17 2,737 17 2,898 19 1,901 12
鳥類 3,200 20 2,897 18 3,141 19 3,016 19 2,855 18

イノシシ捕獲頭数（頭）
狩猟
有害捕獲等

シカ捕獲頭数（頭）
狩猟
有害捕獲等

　　　　＊R3の捕獲頭数は速報値である。

（２）都道府県別の被害状況（令和３年度）
広島県の被害額は全国７位（前年４位），特にイノシシによる被害は全国２位（前年１位）である。

674,800

526,100 574,500446,400
158,900
605,300

465,700429,400

725,000
148,700 150,500

640,100604,800
142,300
462,600

137,200
602,900
507,500

572,300
142,900

132,600
408,900
144,900

（広島県農林水産局提供資料編集）

528,600
123,100 104,100
555,800 424,500

678,900

　全国の被害額は，平成22年度のピーク（239億円）の後は減少傾向にあり，令和３年度は155億円まで減少している
ものの，依然として高い水準にある。

(単位：百万円)
R1Ｈ30Ｈ29

区分
R2 R3

553,800

令和３年度　野生鳥獣による都道府県別農作物鳥獣被害状況
（単位：万円）

順位 うちイノシシ 順位 うちシカ 順位 順位 うちイノシシ 順位 うちシカ 順位
全国 1,551,568 － 391,019 － 609,723 － 三重 15,426 26 5,868 26 4,548 15
北海道 523,688 1 0 47 443,966 1 滋賀 5,669 43 1,952 42 579 34
青森 4,519 45 138 46 13 42 京都 26,329 17 12,818 10 8,625 7
岩手 40,805 8 5,152 27 21,354 2 大阪 13,930 30 3,240 37 2,667 22
宮城 17,281 25 9,526 13 3,191 19 兵庫 50,034 4 21,804 4 14,345 3
秋田 3,414 47 411 45 39 39 奈良 9,841 34 3,426 34 3,631 16
山形 40,672 9 8,297 17 21 40 和歌山 26,164 18 9,177 14 5,510 10
福島 13,984 29 6,458 23 1,051 32 鳥取 6,554 40 4,683 29 732 33
茨城 39,734 10 6,239 25 0 43 島根 7,908 38 6,892 22 18 41
栃木 17,873 24 6,433 24 2,411 24 岡山 15,097 27 8,214 18 1,817 27
群馬 34,515 12 4,341 32 13,057 5 広島 46,057 7 30,460 2 4,773 13
埼玉 8,682 37 1,562 43 1,422 30 山口 32,770 14 17,334 6 3,250 17
千葉 29,044 16 11,667 11 1,349 31 徳島 9,106 36 3,406 35 3,015 20
東京 7,336 39 512 44 472 35 香川 11,220 33 5,057 28 89 38
神奈川 14,295 28 3,175 39 2,525 23 愛媛 38,040 11 22,103 3 1,721 28
山梨 13,727 31 3,309 36 3,215 18 高知 9,633 35 3,957 33 1,975 26
長野 47,681 5 4,389 31 14,198 4 福岡 62,011 2 30,575 1 6,479 9
静岡 24,052 20 8,973 15 6,933 8 佐賀 20,805 23 13,703 9 0 43
新潟 24,838 19 7,782 19 134 37 長崎 21,101 22 14,144 8 393 36
富山 5,737 42 4,557 30 0 43 熊本 53,761 3 20,442 5 5,094 11
石川 4,127 46 2,779 40 0 43 大分 12,223 32 8,855 16 1,454 29
福井 6,524 41 3,196 38 2,101 25 宮崎 29,070 15 10,114 12 8,902 6
岐阜 21,198 21 6,971 21 5,034 12 鹿児島 33,344 13 17,092 7 4,759 14
愛知 46,587 6 7,717 20 2,861 21 沖縄 5,167 44 2,122 41 0 43

都道府県 被害額 都道府県 被害額

野生鳥獣による農作物被害の現状
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２　広島県
（１）農作物被害の推移

　被害額は平成22年度（過去最高 8.5億円）から減少し，近年は約4億円の横ばい傾向であり，令和元年度から
増加に転じたが，令和３年度からは４億円台に減少した。

（単位：百万円）
Ｈ30 R1 R2

被害額 割合 被害額 割合 被害額 割合 被害額 割合 被害額 割合
農作物被害額（百万円） 389 100 476 100 513 100 461 100 403 100

イノシシ 286 73 354 74 358 70 305 66 256 63
シカ 42 11 44 9 53 10 48 10 52 13
その他獣類 16 4 17 4 26 5 25 5 20 5
鳥類 45 12 61 13 76 15 83 18 75 19

イノシシ捕獲頭数（頭）
狩猟
有害捕獲等

シカ捕獲頭数（頭）
狩猟
有害捕獲等

注１）捕獲頭数は県許可又は県事業を含まず
注２）端数処理により合計値不一致がある
注３）R４は速報値であり変更の可能性がある

（２）市町別の被害状況
　島しょ部から北部まで県全域で被害が発生しており，令和４年度は７市町（前年度：５市町）で前年に比べ被害
が増加した。

6,795 7,513

区分
R3 R4

28,516 32,46827,092
7,680

33,571
8,574

9,029 10,337

21,721 24,955
12,623 13,978
3,594 3,641

29,531
8,964

20,567
10,550
3,334

24,997
13,260
3,967
9,293

19,412
9,607
2,922
6,685 7,216

市町別　鳥獣被害金額の推移
（単位：万円）

H30 R1 R2
被害金額 増減 被害金額 増減 被害金額 増減 被害金額 増減 被害金額 増減

広島県 38,885 ↓ 47,593 ↑ 51,283 ↑ 46,057 ↓ 40,307 ↓ -5,750

広島市 3,962 ↓ 4,377 ↑ 4,467 ↑ 4,512 ↑ 4,701 ↑ 188
呉市 7,556 ↑ 7,714 ↑ 8,697 ↑ 9,537 ↑ 5,444 ↓ -4,093
竹原市 1,494 ↓ 2,131 ↑ 2,079 ↓ 1,971 ↓ 1,218 ↓ -752
三原市 371 ↓ 2,093 ↑ 1,596 ↓ 903 ↓ 1,046 ↑ 143
尾道市 3,889 ↓ 3,508 ↓ 6,071 ↑ 4,565 ↓ 2,888 ↓ -1,677
福山市 862 ↓ 885 ↑ 739 ↓ 676 ↓ 550 ↓ -126
府中市 606 ↑ 505 ↓ 510 ↑ 384 ↓ 334 ↓ -51
三次市 4,670 ↑ 7,305 ↑ 5,562 ↓ 4,468 ↓ 3,260 ↓ -1,209
庄原市 1,724 ↑ 2,109 ↑ 3,313 ↑ 2,960 ↓ 3,970 ↑ 1,010
大竹市 254 ↓ 220 ↓ 272 ↑ 284 ↑ 279 ↓ -5
東広島市 1,428 ↓ 3,578 ↑ 3,371 ↓ 2,459 ↓ 4,014 ↑ 1,555
廿日市市 104 ↓ 249 ↑ 185 ↓ 177 ↓ 128 ↓ -49

安芸高田市 3,019 ↑ 2,989 ↓ 4,483 ↑ 3,213 ↓ 2,958 ↓ -255
江田島市 1,886 ↓ 1,809 ↓ 1,784 ↓ 1,772 ↓ 1,660 ↓ -112
府中町 0 0 0 0 0 0
海田町 6 ↑ 1 ↓ 6 ↑ 5 ↓ 13 ↑ 7
熊野町 33 ↑ 33 ↓ 72 ↑ 51 ↓ 45 ↓ -6
坂町 94 ↑ 154 ↑ 0 ↓ 0 0 0

安芸太田町 61 ↑ 62 ↑ 72 ↑ 17 ↓ 46 ↑ 29
北広島町 854 ↓ 1,092 ↑ 1,162 ↑ 730 ↓ 573 ↓ -157

大崎上島町 2,823 ↓ 3,361 ↑ 3,129 ↓ 3,728 ↑ 3,830 ↑ 102
世羅町 2,688 ↓ 2,742 ↑ 3,267 ↑ 2,970 ↓ 2,755 ↓ -214

神石高原町 503 ↑ 677 ↑ 447 ↓ 675 ↑ 596 ↓ -79
※ ↓ は前年より減少した年 ↑ は前年より増加した年

区分
R3 R4

前年比増減
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一人の不適切な行為が、狩猟者全員の信頼を失墜させます。 
一度信頼を失うと、回復には時間がかかります。 
狩猟者は、野生鳥獣の適正管理の担い手であり、森の番人です。 
日頃から、品位ある行動に努めましょう。 
 

鳥獣保護区･休猟区、公道、公園、社寺境内、墓地での狩猟は禁止されています。
 

 
上記の他、特定猟具(銃器)使用禁止区域、市街地、住居が集合している地域広場や駅など多 

数の人が集まる場所、人･飼養動物･建物や電車･自動車･船舶などの乗り物に、弾丸が到達する 
おそれがある方向への銃猟も禁止されています。 
 また、日没後から日の出前までの時間帯での銃猟も禁止されています。 

 

・狩猟以外で外出するときは、猟銃や刃物は携帯しない。 
・入猟に際しては、近隣の住民や出会った人にあいさつや声掛けをする。 
・銃口は、絶対に人に向けない。 
・発射が必要なとき以外は、実弾は装填しない。 
・発射後には、脱砲を確認する。 
・複数人で猟を行う場合などは、お互いの存在を常に確認する。 
・十分にしつけや訓練がされた猟犬を、使役する。 
・猟犬を放つ場合は、周辺に人やペットがいないか十分に確認し、必ず回収する。 
・ドッグマーカーや無線機は、適法なものを使用する。 
・残滓は、持ち帰るか埋却する。 
・コンビニ等へ立ち寄る際は、猟装は着用せず、可能な限り交代で監視する。 
・豚熱感染等の予防のため、猟場から移動するときは、靴底や車両のタイヤを消毒する。 

狩猟者の皆様へ 
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